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詳しくは 
次ページで！ 



   

 

空家でお困りの場合は、相談窓口へご相談ください！ 

売る・貸す・管理する。 
まとめて相談できるのが協定事業者の窓口です。 

その他、法律や不動産な
ど、専門家による相談窓口
については、こちらをご確
認ください。 


